埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の略式照会票

この様式による照会の場合，FAX・メールでの簡易回答となります。下記《記入欄》にご記入後，住宅地図等（照会地の範囲を明示すること）を添付して，水戸市埋蔵文化財センターあてにご送付ください。なお，正式文書での回答をご希望の場合は，別様式の照会文書「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会）」を水戸市埋蔵文化財センター窓口にご持参いただくかご郵送願います。
問合せ／水戸市塩崎町1064番地の１　水戸市教育委員会事務局 教育部

 歴史文化財課 埋蔵文化財センター        休館日：月曜日（祝日のときは翌日）

電話：029-269-5091,029-269-5090　FAX：029-269-5090  E-mail：daidarabo@city.mito.lg.jp

《記入欄》※照会地が複数箇所ある場合は,照会地ごとに照会票のご記入をお願いします。

	照会地番
	水戸市

	開発目的
	個人住宅・建売住宅・集合住宅・店舗・宅地造成・太陽光発電施設・不動産鑑定・その他（　　　　　　　　　）

	依 頼 者
	氏名（法人名）：　　　　　　　　　　　　　　　　             担当者名：

	回 答 先
	【TEL】　　－　　　－　　　 【FAX】　　－　　　－　　　 【E-mail】


《埋蔵文化財センター使用欄》　　　　　　　　　　　　　　　　（　／　ﾍﾟｰｼﾞ）
	回答日：令和　　年　　月　　日　　　　回答方法：ＦＡＸ・メール・電話　　　【回答者:　　　　】　

	□①包蔵地（遺跡）内に該当

（遺跡名：　　　　　　）

	包蔵地に該当しています。掘削を伴う工事を行う際は，事前の試掘調査の実施と，工事着工60日前までに文化財保護法第93条の規定に基づく届出が必要となります。
以下のⅰ～ⅲの書類を水戸市埋蔵文化財センターあて提出願います。
ⅰ「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会）」（※押印不要）

＋位置図・地形図・公図写（各１部）

ⅱ「埋蔵文化財の試掘・確認調査について（依頼）・埋蔵文化財発掘調査の承諾書」

（※「埋文発掘調査の承諾書」には，土地所有者様の押印をお願いします。）

ⅲ「埋蔵文化財発掘の届出」（※署名または押印〈法人の場合は社印〉をお願いします。）＋位置図・工事図面（各２部）

	□②包蔵地（遺跡）内に
該当しない
	　現在のところ包蔵地に該当していないため，お手続きは必要ございません。（注１）

	□③湮滅範囲に該当

（遺跡名：　　　　　　　　）
	包蔵地内に該当しておりますが，過去の開発行為等により既に湮滅しており，現在は
取扱いを停止しています。そのため，お手続きは必要ございません。（注１）

	□④その他に該当
	（別紙参照）




（注１）包蔵地に該当しない箇所でも新たに埋蔵文化財が見つかることがあります。工事中に万一，埋蔵文化財と思われ　　　　　　　　　　　　　

るものが確認された場合には，その現況を変更することなく，水戸市埋蔵文化財センターまでご連絡をお願いします。

（注２）包蔵地の範囲に関しては，調査成果の蓄積により随時変更をおこなっておりますので，最新の状況は都度，水戸市埋蔵文化財センターにご確認ください。
